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特 記 仕 様 書 

Ⅰ. 業 務 概 要 

1.業務名：  本庁舎西側昇降機設備保守点検業務            

 

2.履行場所：  那覇市泉崎１－２－２（沖縄県本庁舎）      

 

3.履行期間：   令和 ６年４月１日から令和 ７年 ３月 ３１日まで 

 

4.業務仕様 

(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、以下による。 

○・建築保全業務共通仕様書(平成３０年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部（以下「共

通仕様書」という。)  

・現場説明書 

○・質問回答書 

(2) 業務仕様書（特記仕様書、共通仕様書、現場説明書、質問回答書）に定めがない事

項は、施設管理担当者と協議する。 

(3) 本特記仕様書の表記 

① ・印と○・印の双方が付いた項目は、○・印を対象とする。 

② ・印と※印の双方が付いた項目は、※印を適用する。 

③ ※印と○・の双方が付いた項目は、○・印を適用する。 
④ ○※と○・印の双方が付いた項目は、○※と○・印の双方を適用する。 
⑤ ・印の項目は適用しない。 
また、各項目に付記した【   】は、共通仕様書における該当項目等を示す。 

例：【Ⅰ1.2.3】第１編 1.2.3 に該当する項目。 

 

5．対象業務 

 本業務の対象業務および範囲等は以下の通りとする。 

(1) 定期点検等及び保守業務 【Ⅱ1.1.2 ～ 8.4.2】     

・建築        ： 対象部位及び数量は別図   及び別紙   による。 

・電気設備      ： 対象部位及び数量は別図   及び別紙   による。 

・機械設備      ： 対象部位及び数量は別図   及び別紙   による。 

・監視制御設備    ： 対象部位及び数量は別図   及び別紙   による。 

・防災設備      ： 対象部位及び数量は別図   及び別紙   による。 

○・搬送設備      ： 対象部位及び数量は別図   及び別紙－１ による。 
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・工作物及び外構等  ： 対象部位及び数量は別図   及び別紙   による。   

 

(2) １２条点検業務 【Ⅱ1.2.2】 

・建築（敷地及び構造）      ：対象部位一覧は別紙   及び別図   による。 

・建築設備（昇降機を除く）   ：対象設備一覧は別紙   及び別図   による。 

○・昇降機等           ：対象設備一覧は別紙－１ 及び別図   による。 

 

 

Ⅱ. 一 般 共 通 事 項 

 

1．一般事項 

(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】 

業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担  

※なし   ・有り（・電気   ・ガス   ・水道      ・     ） 

(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】 

業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。 

・「平成 30年版建築保全業務報告書書式集」  

・平成 29年版「国の機関の建築物の点検.確認ガイドライン」の点検様式 1-1～3-2-1  

○・その他 施設管理者の承諾するもの 

(3) 守秘義務 

本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。 

(4) 著作権その他 

著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、

その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。 

(5) 業務の再委託 

軽微な部分とする再委託の範囲は以下による。 

・                                 

 

2. 業務関係図書 

(1) 業務計画書等 

次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。 

○・業務計画書【Ⅰ1.2.1】  (実施体制、実施工程（年間）、業務の内容（点検項目

及び頻度、点検基準、点検方法等）、業務従事者名簿（顔写真、資格証明書類、実績

等）、安全管理計画、主要使用機材一覧を記載し、作業着手前までに) 

○・緊急連絡表           (作業着手前まで) 
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※作業計画書【Ⅰ1.2.2】       (協議のうえ業務開始後１５日 以内まで) 

○・成果報告書（点検記録簿（毎月）、点検実施状況写真（毎月）を作業実施月末まで) 

○・定期検査報告書          (作業実施月末まで) 

 

 (2) 貸与資料【Ⅰ1.2.3】 

業務の実施に必要な次の関係資料を貸与する。なお、業務終了後速やかに返却する。 

① 諸官庁提出書類控え  （・事業用電気工作物保安規程  ・官公署届出書類 ・    ） 

② 工事業者関連     （・緊急連絡先一覧表 ・工事関係者一覧表 ・         ） 

③ 設備関連     （・設備機器台帳  ・備品、予備品一覧表 ・什器備品一覧表    ） 

④ 点検・検査記録簿関連 

（・エネルギー計測記録   ・光熱水量検針記録   ・ 事故、修繕、更新記録   

・空気環境測定記録  ・使用前自主検査記録   ・定期自主検査記録  

・特殊建築物等調査記録   ・建築設備定期検査記録   ・消防設備点検結果報告

書  

○・エレベーター定期検査記録（報告書） ・ ばいじん濃度測定記録    ・     ） 

⑤ 図面類 

（○・ 完成図   ○・ 完成図の第二原図    ○・ 各種施工図    ○・ 機器完成図  

○・ 機器性能試験成績   ○・ 総合調整報告書 ・                     ） 

⑥ 管理資料（○・ 機器類のカタログ    ○・ 機器取扱説明書      ○・ 機器類保証書  

○・ 保守契約リスト ○・ 建築物等の利用に関する説明書    ・             ） 

(3) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】 

次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。 

（ ※施設管理担当者との打合せ記録簿 ・メンテナンス用台帳類 ○・計画.報告書類 

  ○・作業日誌類   ○・事故、修繕、更新記録簿等   ○・点検記録簿   ・運転記録簿   

  ・計測記録簿    ○・点検実施状況写真（毎月） ○・定期検査報告書  ） 

(4) 関連規程等 

 業務実施の上で、関連する沖縄県の諸規程は次のとおり。 

 ① 沖縄県本庁庁舎等電気工作物保安規程 

 ② 沖縄県庁舎内における電気機器の使用要綱 

 ③ 沖縄県庁舎等管理規則 

 ④ 沖縄県庁舎等防火管理規程及び消防計画書 

 

3.業務現場管理 

(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】 

本業務の実施に先立ち、次の実務経験を有する業務責任者を選任し、氏名、生年月日、

経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書
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面をもって施設管理担当者に通知する。（業務責任者は業務担当者を兼任できる。） 

なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。 

・定期点検及び保守業務の実務経験  年以上 

○・昇降機等検査員の資格を有すること 

 (2) 法定資格者の選任 

本業務の実施に先立ち、業務実施上必要な次の法定資格者を選任し、氏名、生年月日、

経歴書及び業務に関する資格を証明するものについて書面をもって施設管理担当者に

通知する。 

なお、法定資格者に変更があった場合も同様とする。 

・電気主任技術者（第 種）  ・ 建築物環境衛生管理技術者 

・  級ボイラー技士   ・ 種  類危険物取扱者 

・第  種冷凍機械責任者 ・環境測量士 

・エネルギー管理士  ・エネルギー管理員講習修了者 

・一級建築士  ・二級建築士 ・特殊建築物等調査資格者 

・建築設備検査資格者 ○・昇降機等検査員 

・消防設備士（種類） ・消防設備点検資格者（  種） 

(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】 

① 定期点検等及び保守業務の実施時間帯（12 条点検業務を含む） 

保守点検を月２回以上に分けて行い、適宜注油を行う。 
なお、実施日は施設管理担当者と協議する。施設管理担当者が指定する業務（大きな

音が生じる作業や、乗り場への出入りを制限する部品交換等）については、夜間や休日

に行う場合もあるものとする。 

平日(開庁日:月曜日～金曜日(祝祭日を除く)) 

 ８時 ３０分～ １７時 １５分 

休日(閉庁日:土･日曜日及び祝祭日、年末年始(１２月２９日～１月３日))  

 ② 暴風時等の対応 

  暴風時等による災害が予想されるときは、暴風対策を行うとともに、緊急時の際は１

時間以内に適切に対応できる体制を有していること。 

  また、雨漏りやガラス破損等建物・建具に関する不具合の発生の際には、本庁舎中央

監視業務受託者、警備員等と協力して、水拭きや雨漏り防止等の対応を行うこと。対策

等に必要な資材について予め準備しておくこと。なお、可能な限り被害原因の探索を行

うこと。 

 ③異常等の報告 

 この業務を遂行中に設備機器の異常を発見した場合や、意匠部分（かご内装、乗場

戸、三方枠、敷居等）の修理、取替えの大規模修理を必要と判断した場合には、直ちに

施設管理担当者に報告し、協議のうえ適切な措置を講ずるものとする。 
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④緊急時の対応 

 故障連絡のあったときは、速やかに対応するものとし、早急に運転を継続する必要と

するものは、機器の分解整備等の応急処置を行うこと。 

緊急時（かご内閉じ込め等）の連絡を受けてから１時間以内に現場に到着するよう体

制を整えること。 

⑤災害等における非常時の対応について 

本庁舎において、火災、地震、津波、新型インフルエンザ等による非常事態が発生し

た場合は、本業務に優先的に人員の配置及び消耗品の補充が出来るような体制を構築す

ること。 

 

(4) 電気工作物の保安業務 【Ⅰ1.3.4】 

電気事業法の保安規程の適用   ・有り  (「保安規程」は別紙   による。)  ・なし  

 

4.業務の実施 

(1) 業務担当者 【Ⅰ1.4.1】 

本業務の実施に先立ち、次の実務経験を有する業務担当者を選任し、氏名、生年月日、

経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書

面をもって施設管理担当者に通知する。 

なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。 

○・業務従事者は、本業務対象設備と同等規模（直流ギアレス駆動、速度 180m/分、群

管理制御）の保守点検業務について、過去５年以内に１年間以上の実績を有する者。（業

務を補佐する者で、施設管理担当者の承諾を得た場合は除く。） 

○・昇降機等検査員の資格を有すること。  

 

(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】 

  ○・有り（本庁舎等・中央監視及び知事公舎点検業務） ・なし 

(3) 立会いを要する行事等  【Ⅰ1.4.5】 

 ○・有り（本庁舎消防訓練            ） ・なし 

(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】 

 報告書等による報告期限は下記の通り。ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。 

・日常点検業務：翌日  時まで(翌日が休日の場合、休日明け) 

○・定期点検業務：当月末まで 

・建築物点検業務：当該施設の点検終了後１週間以内 

 

5. 業務に伴う廃棄物の処理等 

(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】 
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①業務の実施に伴い発生した廃棄物の処分費用は、原則として、受注者負担とする。 

だだし、次の発生材は除く。 

・ランプ類   ・オイル類   ・                     

②発生材の保管場所   ・別図  による。 ・現場説明書による。 

 

6. 建物内施設等の利用  

(1) 居室等の利用   【Ⅰ2.1.1】 

・別図  による。 ・現場説明書による。 

(2) 駐車場の利用   【Ⅰ2.1.3】 

・別図  による。 ・現場説明書による。 

 

7. 作業用仮設物及び持込資機材等      

(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】 

・別図  による。 ・現場説明書による。 

 

 

Ⅲ. 特 記 事 項 

 

本業務の特記事項は以下による。 

１．定期点検等及び保守業務 

(1)一般事項 

①保守の範囲【Ⅱ1.1.3】 

  ・その他の保守の範囲（        ） 

②支給材料【Ⅱｘ1.1.6】 

  ・記載以外の支給材料（   ） 

③点検の省略【Ⅱ1.1.8】 

点検・保守が困難な部分等の対応については、事前に施設管理担当者と協議する。 

④支障がない状態の確認記録【Ⅱ1.2.3】 

記録様式 （ ・別紙   による。  ○・施設管理担当者と協議する。） 

 (2) 建築   ：本業務の点検項目及び点検内容は以下による。 

項  目 特記事項 
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点検項目 ・屋根【Ⅱ2.2.1】    周期（・Ⅰ ・Ⅱ） 

・外壁【Ⅱ2.2.2】    周期（・Ⅰ ・Ⅱ） 

・ひさし(車寄せ).とい.タラップ【Ⅱ2.2.3】 周期（・Ⅰ ・Ⅱ） 

・軒天井.ひさし下端【Ⅱ2.2.4 】 周期（・Ⅰ ・Ⅱ） 

・外部床【Ⅱ2.2.5】     周期（・Ⅰ ・Ⅱ） 

・屋外階段【Ⅱ2.2.6】   周期（・Ⅰ ・Ⅱ） 

・バルコニー【Ⅱ2.2.7】   周期（・Ⅰ ・Ⅱ） 

・外部建具【Ⅱ2.2.8】    周期（・Ⅰ ・Ⅱ） 

・外部用自動ドア【Ⅱ2.2.9】周期（・Ⅰ ・Ⅱ） 

・ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ金物【Ⅱ2.2.10】周期（・Ⅰ ・Ⅱ） 

・内壁.柱.はり【Ⅱ2.3.1】 周期（・Ⅰ ・Ⅱ） 

・内部天井【Ⅱ2.3.2】   周期（・Ⅰ ・Ⅱ）  

・内部床【Ⅱ2.3.3】    周期（・Ⅰ ・Ⅱ） 

・内部階段【Ⅱ2.3.4】   周期（・Ⅰ ・Ⅱ） 

・内部建具【Ⅱ2.3.5】   周期（・Ⅰ ・Ⅱ） 

・内部用自動ドア【Ⅱ2.3.6】周期（・Ⅰ ・Ⅱ） 

・電動書架【Ⅱ2.3.7】 

・構造体.基礎【Ⅱ2.4.1】  周期（・Ⅰ ・Ⅱ） 

・免震部材等【Ⅱ2.４.2】の点検を実施する。 

なお、 （・10Y の点検  ・ 5Y の点検） を 実施する。 

 

(3) 電気設備  ：本業務の点検項目及び点検内容は以下による。 

項  目 特記事項 

電灯・動力設備 ・照明器具【Ⅱ3.2.1】 

なお、部品点検の抜き取り数は（・  台  ・なし ） 

・分電盤、開閉器箱、照明制御盤【Ⅱ3.2.2】 

・耐熱形分電盤【Ⅱ3.2.3】 

・制御盤【Ⅱ3.2.4】 

・電気自動車用充電装置【Ⅱ3.2.5】 

・幹線【Ⅱ3.2.6】 

・配電盤等（内部機器を除く）【Ⅱ3.3.1】 

・変圧器【Ⅱ3.3.2】 

なお、5Yの点検 （・実施する ・実施しない) 

3Y の点検    （・実施する ・実施しない) 

・交流遮断器【Ⅱ3.3.3】 

なお、5Yの点検 （・実施する ・実施しない) 
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自家発電設備 

 

直流電源設備 

 

交流無停電  

  電源設備 

太陽光発電設備 

 

風力発電設備 

通信･情報設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Y の点検    （・実施する ・実施しない) 

・断路器【Ⅱ3.3.4】 

・計器用変圧器.変流器【Ⅱ3.3.5】 

・避雷器【Ⅱ3.3.6】 

なお、3Yの点検 （・実施する ・実施しない) 

・高圧負荷開閉器【Ⅱ3.3.7】 

なお、3Yの点検 （・実施する ・実施しない) 

6Y の点検    （・実施する ・実施しない) 

・高圧ｶｯﾄｱｳﾄ【Ⅱ3.3.8】 

・高圧電磁接触器【Ⅱ3.3.9】 

なお、3Yの点検 （・実施する ・実施しない) 

6Y の点検    （・実施する ・実施しない) 

・力率改善装置【Ⅱ3.3.10】 

・指示計器.保護継電器【Ⅱ3.3.11】 

・低圧開閉器類【Ⅱ3.3.12】 

・特別高圧ｶﾞｽ絶縁ｽｲｯﾁｷﾞｱ【Ⅱ3.3.13】 

なお、6Yの点検 （・実施する ・実施しない)  

・その他の特別高圧関連機器【Ⅱ3.3.14】 

・自家発電装置【Ⅱ3.4.1】 

なお、6Yの点検 （・実施する ・実施しない) 

・整流装置【Ⅱ3.5.2】 

・蓄電池【Ⅱ3.5.3】 

・交流無停電電源装置【Ⅱ3.6.2】 

・交流無停電電源装置（簡易形）【Ⅱ3.6.3】 

・太陽光発電装置【Ⅱ3.7.1】周期（・Ⅰ ・Ⅱ） 

・インバータ内部の保護機能の確認を(・行う ・行わない） 

・風力発電装置【Ⅱ3.8.1】 

・構内情報通信網装置【Ⅱ3.9.1】 

・構内交換装置【Ⅱ3.9.2】内線回線数（ 回線） 

・拡声装置【Ⅱ3.9.3】 

・誘導支援装置【Ⅱ3.9.4】 

・映像.音響装置【Ⅱ3.9.5】 

・ﾏﾙﾁｻｲﾝ装置及び出退表示装置【Ⅱ3.9.6(A)】 

・時刻表示装置【Ⅱ3.9.6(B)】 

・テレビ共同受信装置【Ⅱ3.9.7】 

・テレビ電波障害防除装置【Ⅱ3.9.8】 
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外灯 

航空障害灯 

雷保護設備 

構内配電線路 

・監視カメラ装置【Ⅱ3.9.9】 

・駐車場管制装置【Ⅱ3.9.10】 

・防犯.入退室管理装置【Ⅱ3.9.11】 

・外灯【Ⅱ3.10.1】 

・航空障害灯【Ⅱ3.11.1】 

・雷保護設備【Ⅱ3.12.1】 

・構内配電線路.構内通信線路【Ⅱ3.13.1】 

 

(4) 機械設備  ：本業務の点検項目、点検内容及び清掃･消毒は以下による。 

①共通事項   性能検査等   ・点検項目で選択した機器等の人事院規則に基づく登録

性能検査機関等による性能検査等を実施する場合、申

請料及び準備等は本業務に含む。 

 

項  目 特記事項 

温熱源機器 

 

 

 

冷熱源機器 

 

 

 

・鋳鉄製ボイラー等【Ⅱ4.2.1】性能検査（・実施する ・実施しない） 

・鋼製ボイラー等【Ⅱ4.2.2】性能検査（・実施する ・実施しない） 

・温水発生機【Ⅱ4.2.3】 

・温風暖房機【Ⅱ4.2.4】シーズオン点検（・実施する ・実施しない） 

・チリングユニット【Ⅱ4.3.1】性能検査（・実施する ・実施しない） 

・空気熱源ヒートポンプ【Ⅱ4.3.2】性能検査（・実施する・実施しな

い） 

・遠心冷凍機【Ⅱ4.3.3】性能検査（・実施する ・実施しない） 

・吸収式冷凍機【Ⅱ4.3.4】性能検査（・実施する ・実施しない） 

また、伝熱管のブラシ洗浄（・実施する ・実施しない） 

・直だき吸収冷温水機【Ⅱ表 4.3.5(A)】 

なお、熱交換器の点検（・実施する ・実施しない） 

また、伝熱管のブラシ洗浄（・実施する ・実施しない） 

・小形吸収冷温水機ユニット【Ⅱ表 4.3.5.(B)】 

なお、シーズオフ点検（・実施する ・実施しない） 

・パッケージ形空気調和機【Ⅱ4.3.6】 

性能検査（・実施する ・実施しない） 

法定冷凍能力３トン未満の調和機（・別図による ・なし） 

・ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機【Ⅱ4.3.7】 

性能検査（・実施する ・実施しない） 

ガスエンジン部（5Y）の点検（・実施する ・実施しない） 

・氷蓄熱ユニット【Ⅱ4.3.8】性能検査（・実施する ・実施しない） 
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空気調和等関連

機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・冷却塔【Ⅱ4.3.9】 

本体及び冷却水管の化学洗浄（消毒等）（・実施する ・実施しない） 

・地下オイルタンク（月例点検）【Ⅱ表 4.4.1(A)】 

・地下オイルタンク（定期点検）【Ⅱ表 4.4.1(B)】周期（※1Y ・     ） 

・屋内オイルタンク（定期点検）【Ⅱ表 4.4.1(C)】 周期（※1Y ・     ） 

・オイルサービスタンク（定期点検）【Ⅱ表 4.4.1(D)】 

周期（※1Y・     ） 

・熱交換器.ヘッダー.密閉型隔膜式膨張タンク【Ⅱ4.4.2】 

性能検査（・実施する ・実施しない） 

・ユニット形空気調和機.コンパクト形空気調和機【Ⅱ4.4.4】 

・ファンコイルユニット･ファンコンベクター【Ⅱ4.4.5】 

フィルター交換 (・実施する  ・実施しない。) 

・空気清浄装置【Ⅱ4.4.6】周期 （・Ⅰ ・Ⅱ） 

なお、（ ）を付した周期 (※6M ・１M) 

ろ材交換 (・実施する  ・実施しない) 

・ポンプ【Ⅱ4.4.7】 周期 （・Ⅰ ・Ⅱ） 

なお、（ ）を付した周期 (※6M ・１M) 

・送風機【Ⅱ4.4.8】 周期 （・Ⅰ ・Ⅱ） 

なお、（ ）を付した周期 (※6M ・１M) 

・天井扇.有圧扇【Ⅱ4.4.9】 

・回転形.静止形全熱交換器【Ⅱ表 4.4.10(A)】周期 （・Ⅰ ・Ⅱ） 

なお、（ ）を付した周期 (※6M ・１M) 

・天井隠ぺい形全熱交ﾕﾆｯﾄ【Ⅱ表 4.4.10(B)】周期 （・Ⅰ ・Ⅱ） 

なお、（ ）を付した周期 (※6M ・１M) 

・床置形全熱交換ﾕﾆｯﾄ【Ⅱ表 4.4.10(C)】周期 （・Ⅰ ・Ⅱ） 

なお、（ ）を付した周期 (※6M ・１M) 

・受水ﾀﾝｸ・高置ﾀﾝｸ【Ⅱ表 4.5.1(A)】： 

・災害時の給水機能維持点検 受水ﾀﾝｸ・高置ﾀﾝｸ【Ⅱ表 4.5.1(B)】 

なお、15Y の点検 （・実施する ・実施しない。） 

5Y の点検 （・実施する ・実施しない。） 

・受水タンク･高置タンクの清掃【Ⅱ4.5.2】 周期（※1Y ・    ） 

・貯湯ﾀﾝｸ【Ⅱ4.5.3】 

・貯湯ﾀﾝｸの清掃【Ⅱ4.5.4】 

・汚水槽.雑排水槽【Ⅱ4.5.5】 

・汚水槽.雑排水槽の清掃【Ⅱ4.5.6】 

・ポンプ【Ⅱ表 4.5.7(A)(B)(C)】（・周期Ⅰ ・周期Ⅱ） 
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ダクト及び配管 

 

 

水質管理 

 

 

浄化槽 

 

井   戸 

 

なお、（ ）を付した周期 (※6M ・１M)  

・ガス給湯器【Ⅱ4.5.8】 周期 （・Ⅰ ・Ⅱ） 

・電気温水器【Ⅱ4.5.9】 周期 （・Ⅰ ・Ⅱ） 

・循環ろ過装置（・完全換水型 ・   ）【Ⅱ4.5.10】周期（※1Y ・  ） 

・衛生器具【Ⅱ4.5.11】  周期 （・Ⅰ ・Ⅱ） 

・ダクト類【Ⅱ4.6.1】  周期  （・Ⅰ ・Ⅱ） 

・配管類【Ⅱ表 4.6.2（A）】 

・災害時の機能維持点検 配管類【Ⅱ表 4.6.2 (B）】 

・冷凍空調機器用水【Ⅱ4.7.1】 

なお、b.ｼｰｽﾞﾝｵﾝ作業（・② ・③ ・④ ・⑤） 

・ﾎﾞｲﾗｰ用水【Ⅱ4.7.2】 

・飲料水及び雑用水【Ⅱ4.7.3】 

・浄化槽【Ⅱ4.8.2】【Ⅱ4.8.3】【Ⅱ4.8.4】 

・井戸【Ⅱ4.9.1】 

・雨水利用ｼｽﾃﾑ【Ⅱ4.10.1】の点検を実施する。 

 

(5) 監視制御装置 ：本業務の点検項目及び点検内容は以下による。 

項  目 特記事項 

中央監視 

制御装置 

・中央監視制御装置【Ⅱ5.2.1】 

・自動制御装置【Ⅱ表 5.2.1(A)(B)】(・電気式又は電子式  ・デジタ

ル式） 

 

 

(6) 防災設備   ：本業務の点検項目及び点検内容は以下による。 

項  目 特記事項 

消防法関係 

 

建築基準法関係 

 

・消防用設備等【Ⅱ6.2.2】 

・特殊消防設備の点検 

 設備名（・     ・必要資格    ・点検周期・   ） 

・非常用照明装置【Ⅱ6.3.2】照度測定（・実施する・実施しない) 

・防火戸.防火ｼｬｯﾀｰ【Ⅱ6.3.3】 

・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ【Ⅱ6.3.4】 

・排煙設備【Ⅱ表 6.3.5(A)(B)】（自然排煙 機械排煙） 

・その他の避難設備等【Ⅱ6.3.6】 

・災害対応等【Ⅱ6.3.7】（※別途とする ・  ） 

 

(7) 搬送設備  ：本業務の点検項目及び点検内容は以下による。 
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①共通事項   性能検査等   ・点検項目で選択した機器等の人事院規則に基づく登録

性能検査機関等による性能検査等を実施する場合、申

請料及び準備等は本業務に含む。 

項  目 特記事項 

エレベーター  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エスカレーター 

 

 

小荷物専用昇降

○・ロープ式エレベーター（マイコン制御）【Ⅱ7.2.5】  

① 契約方式（○・フルメンテナンス契約・ＰＯＧ契約） 

② 遠隔監視（・実施する ○・実施しない） 

③ 点検周期（○・周期Ａ ・周期Ｂ（遠隔点検適用）） 

④ 運転状況（※通常  ○・高稼働） 

⑤ 適用法令（○・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法） 

なお、性能検査（・実施する・実施しない） 

⑥  非常用エレベーター（○・兼ねる ・兼ねない） 

・ロープ式エレベーター（リレー制御）【Ⅱ7.2.6】 

① 契約方式（・フルメンテナンス契約・ＰＯＧ契約） 

② 運転状況（※通常  ・高稼働） 

③ 適用法令（・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法） 

なお、性能検査（・実施する・実施しない） 

④ 非常用エレベーター（・兼ねる ・兼ねない） 

・機械室なしエレベーター【Ⅱ7.2.7】 

① 契約方式（・フルメンテナンス契約・ＰＯＧ契約） 

② 遠隔監視（・実施する ・実施しない） 

③ 点検周期（・周期Ａ ・周期Ｂ（遠隔点検適用）） 

④ 運転状況（※通常  ・高稼働）とする。 

⑤ 適用法令（・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法） 

なお、（・実施する・実施しない） 

・油圧式エレベーター【Ⅱ7.2.9】 

① 契約方式（・フルメンテナンス契約・ＰＯＧ契約） 

② 遠隔監視（・実施する ・実施しない） 

③ 点検周期（・周期Ａ ・周期Ｂ（遠隔点検適用）） 

④ 運転状況（※通常  ・高稼働） 

⑤ 適用法令（・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法） 

なお、性能検査（・実施する・実施しない） 

・エスカレーター【Ⅱ7.3.4】 

① 契約方式（・フルメンテナンス契約・ＰＯＧ契約） 

② 運転状況は（※通常  ・高稼働） 

・小荷物専用昇降機【Ⅱ7.4.4】 
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機 

機械式駐車設備 

 

① 契約方式（・フルメンテナンス契約・ＰＯＧ契約） 

・二段方式駐車設備【Ⅱ7.5.1】 

 

 

(8) 工作物･外構等   ：本業務の点検項目及び点検内容は以下による。 

項  目 特記事項 

工作物  

 

 

外 構 

 

 

植栽･緑地 

 

・鉄塔【Ⅱ8.2.1】 

・設備架台・囲障【Ⅱ8.2.2】 

・煙突【Ⅱ8.2.3】 

・擁壁【Ⅱ8.2.4】 

・敷地【Ⅱ8.3.1】  周期（・Ⅰ ・Ⅱ） 

・へい【Ⅱ8.3.2】  周期（・Ⅰ ・Ⅱ） 

・門【Ⅱ8.3.3】    周期（・Ⅰ ・Ⅱ） 

・排水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ・側溝・街きょ【Ⅱ8.3.4】 周期（・Ⅰ ・Ⅱ） 

・植栽.緑地【Ⅱ8.4.1】の点検を実施する。 

・屋上緑化システム【Ⅱ8.4.2】 周期（・Ⅰ ・Ⅱ） 

 

２．１２条点検業務の実施【Ⅰ1.2.2】 

・ 建築（敷地及び構造）  点検項目 （ ※ Ａ   ・ Ｂ ） 

注：外壁のタイル、石貼り等（乾式工法を除く）、モルタル等の点検において、

異常が認められた場合に実施する「落下により歩行者等に危害を加える

恐れのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等による確認」は、

下記の特記無き限り別途とする。 

・ 落下により歩行者等に危害を加える恐れのある部分の全面的なテストハ

ンマーによる打診等点検  

調査方法（・テストハンマーによる打診 ・打診及び赤外線調査併

用） 

調査足場（・現場説明書による。    ・           ） 

・ 建築設備（昇降機を除く）  点検項目 （ ※ Ａ   ・ Ｂ ） 

○・ 昇降機等          建築基準法第 12条 4 項の定期点検を実施する。   

 

 



別紙－１ （本庁舎西側昇降機設備保守点検業務）

昇降機設備概要

製造者 東芝

号 機 名 称 １、２、３号機 ４号機 ５号機 ６号機

用 途 種 別 乗 用 同 左 同 左 非常用

（人荷用）

台 数 ３台 １台 １台 １台

駆 動 方 式 直流ギヤレス 同 左 同 左 同 左

速 度 180ｍ／分 同 左 同 左 120ｍ／分

積 載 量 1,350ｋｇ 同 左 同 左 同 左

停 止 階 B1,1-14階 B2,B1,1-14階 B2,B1,1-14階 B2M,B2,B1,1-

15停止 16停止 16停止 14,R階、18停止

か ご 内 法 間口1,800 同 左 同 左 同 左

奥行1,700 同 左 同 左 同 左

運 転 方 式 全自動群管理 同 左 同 左 方向性乗合

方式 全自動方式

扉開閉方式 ２枚戸中央開 同 左 同 左 ４枚戸中央開

電 動 機 26ｋW 同 左 同 左 同 左

電 源 200V 60Hz3φ 同 左 同 左 同 左

連 絡 装 置 インターホン 同 左 同 左 同 左

特 記 地震管制精密級 同 左 同 左 同 左

（P波、S波）

自家発管制 同 左 同 左 同 左

火災管制 同 左 同 左

ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ 同 左 同 左

車椅子仕様

※中央監視室の昇降機監視盤で、監視・制御している。



総合案内 

【 県警本部側 】 

【 パレット久茂地側 】 

沖縄県庁（本庁舎） 西側エレベータ位置図 

① ② ③ 

⑤ ④ ⑥ 

【西側】 号機名、用途、（運行階） 

  ①一般用 （地下1階～14階） 
  ②一般用 （地下1階～14階） 
  ③一般用 （地下1階～14階） 

  ④車椅子用 （地下2階～14階） 
  ⑤一般用 （地下2階～14階） 
  ⑥非常用 （地下2M階～RF階） 


